
    

     

 

「食品ロス」を削減するため、使わない食品を集め、生活に困っている方の支援に福祉団体

等へ寄付する活動です。ぜひ、ご協力ください。 

 

 対象食品 賞味期限が２か月以上ある常温で保存ができる未開封のもの 

 

 対象外品 賞味期限の記載のないもの・アルコール類・生鮮食品等 

 

 受付場所 三浦市役所分館３階 環境課窓口 

      南下浦コミュニティセンター１階 

      初声市民センター１階 

 

 実施期間 令和６年 10月１日（火曜日）から通年 

 

 寄 付 先 公益社団法人フードバンクかながわ 


